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１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人 正友会 

（２）法人所在地      香川県仲多度郡まんのう町長尾１１０２番地 

（３）電話番号        ０８７７－５６－９１６６ 

（４）代表者氏名      理事長 長谷川智一 

（５）設立年月        昭和５１年１１月５日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定介護予防通所介護事業所・平成１８年４月１日指定  

           香川県 ３７７１６００３４７号 

           当事業所は特別養護老人ホーム満濃荘に併設されています。 

（２）事業所の目的    要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防通所介護相当サービス（以

下「介護予防通所介護サービス」という。）を提供すること。 

（３）事業所の名称    満濃荘老人デイサービスセンター  

（４）事業所の所在地  香川県仲多度郡まんのう町長尾１１０２番地 

（５）電話番号        ０８７７－７９－３３２６ 

（６）管理者       施設長  篠原 匡生 

（７）当事業所の運営方針  必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的

孤立感の解消及び心身機能の維持ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負

担の軽減を図ること。また、地域や家庭との結びつきを重視するとともに、関係

市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサー

ビスの提供に努めること。 

（８）開設年月       平成６年２月２０日 

（９）利用定員       月～金曜日 ３０人（通所介護サービスを含む） 

           土、日曜日 ２０人（    〃      ） 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 まんのう町・琴平町・丸亀市 

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日        年中無休 

営業時間    ８時００分～１７時００分 

サービス提供時間    ９時００分～１６時００分 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 当事業所が提供するサービスについて 

職 種 員 数 

１． 管理者 併設施設の施設長と兼務 

２． 事務員 併設施設の事務員と兼務 

３． 看護職員兼訓練指導員 ２名以上 

４． 生活相談員 専従１名以上 

５．介護職員 ５名以上 
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（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の金額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護予防給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要>  

① 日常生活上の援助 

② 健康状態の確認 

③ 送迎サービス 

④ 入浴サービス 

⑤ 食事サービス 

⑥ 相談、助言等に関すること 

⑦ アクティビティの実施 

⑧ 運動器の機能向上 

⑨ 口腔機能向上 

<サービス利用料金>（契約書第 7 条参照） 

  ご利用料金は、ご利用者の要支援度に応じたサービス利用料金から介護予防給付費額を除いた金額

（自己負担額）と介護予防給付対象外の食費の合計金額となっております。ご利用料金は、別紙料金表

の通りです。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いい

ただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払

い）。また、介護予防サービス支援計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いと

なる場合、ご契約者が予防給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」

を交付します。 

☆ご利用者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照） 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合には、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更

します。 

（２）介護予防給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 6 条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担となります。ただし詳細については別途協議相

談のうえ決定します。 

＜サービスの概要と利用料金＞  

① 食費 

 ご契約者に提供する食費にかかる費用です。 料金：昼食 ６５０円 

②ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ等に特別の材料費等を要する場合 

③その他ご契約者のご希望が、介護予防給付内容に含まれないと判断される場合 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 7 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、サービス利用終了後、１ｶ月ごとに計算しご請求しますので、翌

月の２７日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。（１ｶ月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア ご契約者の指定金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用になれる金融機関は、ご契約時にご確認ください。 

イ 下記指定口座へのお振込み 

   百十四銀行満濃支店 普通預金００２０００７ 

   特別養護老人ホーム満濃荘  理事長  長谷川智一 

ウ 施設窓口での現金支払い 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 8 条参照） 

○ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日ま

でに事業者に申し出てください。 
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○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料と

して下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由がある

場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサ

ービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。         

 

６．守秘義務について 

（１）事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。この守秘義務は

契約が終了した後も継続します。従業者は退職後においても同様の義務を負うものとします。 

（２）前項にかかわらず、契約者にかかる他の介護予防支援事業者との連携を図るなど正当な理由があ

る場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又は契約者の家

族等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

７．事故発生時の対応について 

（１）当事業所では、ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに家族、

かかりつけ医、介護予防支援事業所、保険者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）当事業所では、サービスの提供にともなって、事業所の責めに帰するべき事由により賠償すべき

事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行います。 

 

８．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情等の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。また、別紙①のとおり対応します。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

   主任   中川麻衣子   （TEL ０８７７－７９－３３２６） 

 ○意見・要望等の相談解決等第三者委員 

第三者委員氏名   安西  朱実  （TEL ０８７７－７７－２５３０） 

（五十音順）    佐野  利昭  （TEL ０８７７－８４－２９７１）  

  平井 英津子  （TEL ０８７７－７３－４４８８） 

  連絡先 社会福祉法人正友会法人本部事務局 ℡0877-56-9166 

 ○受付時間 

  ８：３０～１７：００（土日，祝日，年末年始を除く） 

 ○苦情受付ボックスを施設事務室前に設置しています。 

 

（２）当施設における苦情等の処理 

 社会福祉法第８２条の規定により、社会福祉法人正友会「意見・要望等の相談解決実施要綱」に基

づき適正な処理を行います。 

 ○苦情解決責任者  施設長  篠原 匡生 
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（３）行政機関その他の苦情受付 

（市町村介護保険担当課） ※保険者が、まんのう町以外の利用者の場合に説明担当者が記入 

所在地   

電話番号  

受付時間  

まんのう町 

地域包括支援センター 

所在地  香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０ 

電話番号 ０８７７－７３－０１２５ 

受付時間 月～金曜日（祝日･年末･年始を除く）8:30～17:15 

香川県健康福祉部 

長寿社会対策課  

所在地  香川県高松市番町４－１－１０ 

電話番号 ０８７－８３２－３２６９ 

     ０８７－８３２－３２７４ 

受付時間 月～金曜日（祝日･年末･年始を除く）9:00～17:00 

香川県運営適正化委員会 

（香川県社会福祉協議会内） 

所在地  香川県高松市番町１－１０－３５ 

電話番号 ０８７－８６１－１３００ 

受付時間 月～金曜日（祝日･年末･年始を除く）10:00～16:00 

香川県国民健康保険団体連合会 

介護保険室 

所在地  香川県高松市福岡町２－３－２ 

電話番号 ０８７－８２２－７４３１ 

受付時間 月～金曜日（祝日･年末･年始を除く）9:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 介護予防通所介護サービスの提供の開始に際し，本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

指定介護予防通所介護事業所 満濃荘老人デイサービスセンター          

 

  説明担当者         職名                       

           氏名                       

 

 私は，本書面に基づいて，事業者から重要事項の説明を受け，介護予防通所介護サービスの開始に同意

しました。 

  契約者 住所                       

 

            氏名                       

   

利用者 氏名                       

 

            契約者との続柄                  

 

 

◇この重要事項説明書は，厚生省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基づき， 

入所申込者またはその家族への重要事項の説明のために作成したものです。 

 

 

[2025.04.01] 


